
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
四
月
八
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
義
務
化
に
つ
い
て
は
、
化
学
物
質
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
事
業
者
の
認
識
を
高
め
る
よ
う
制
度
の

周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の
取
組
状
況
を
把
握
し
、
適
宜
、
化
学
物
質
管
理
対
策
に
い
か
す
こ
と
。

二
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
個
人
が
特
定
さ
れ
ず
に
職
場
ご
と
の
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
事
業
者
が
把

握
し
、
職
場
環
境
の
改
善
を
図
る
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
小
規
模
事
業
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
つ
い

て
、
産
業
保
健
活
動
総
合
支
援
事
業
に
よ
る
体
制
整
備
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

三
、
受
動
喫
煙
が
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
「
た
ば
こ
の
規
制
に
関
す
る
世
界
保
健
機
関
枠
組
条
約
」
に
お
い
て
も
明

示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
受
動
喫
煙
の
な
い
職
場
を
実
現
す
る
こ
と
」
が
政
府
の
目
標
と
な
っ
て
い
る

こ
と
も
踏
ま
え
、
受
動
喫
煙
の
防
止
の
た
め
の
設
備
の
設
置
を
促
進
す
る
た
め
の
援
助
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
、
中
小

企
業
に
対
す
る
支
援
に
努
め
る
と
と
も
に
、
本
法
律
の
施
行
状
況
を
見
つ
つ
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検



討
す
る
こ
と
。

四
、
重
大
な
労
働
災
害
を
繰
り
返
す
企
業
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
善
計
画
制
度
を
着
実
に
実
施
す
る
一
方
、
当
該

企
業
の
個
別
事
業
場
の
法
令
違
反
に
対
し
て
は
、
引
き
続
き
、
厳
格
に
対
応
す
る
こ
と
。

五
、
外
国
に
立
地
す
る
検
査
・
検
定
機
関
の
登
録
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
検
査
・
検
定
機
関
と
同
等
の
機
能
性
・
安
全
性

を
担
保
す
る
よ
う
、
厳
格
に
運
用
す
る
こ
と
。

六
、
一
定
の
規
模
以
上
の
工
場
の
新
設
等
に
係
る
事
前
届
出
規
制
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
廃
止
に
よ
る
影
響
を
把
握
し
、
労
働

者
の
安
全
衛
生
を
担
保
で
き
な
い
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
廃
止
の
見
直
し
を
含
め
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

七
、
一
般
の
労
働
者
の
口
腔
の
健
康
を
保
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
第
百
七
十
七
回
国
会
に
お
い
て
本
委
員
会
提
出
に

よ
り
成
立
し
た
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
業
務
と
歯
科
疾
患
の
関
連
に
つ
い
て
の
知
見
の

収
集
に
努
め
、
収
集
し
た
知
見
を
も
と
に
、
労
使
関
係
者
の
理
解
を
得
つ
つ
、
職
域
に
お
け
る
歯
科
保
健
対
策
に
つ
い
て
具

体
的
に
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


